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○平成１６年３月４日（木曜日） 

 

○議事日程 

  平成１６年３月４日（木曜日）    午前１０時 開議 

   １ 開  議 

   ２ 会議録署名議員の指名 

   ３ 議案第 ９号 平成１５年度防府市一般会計補正予算（第８号） 

             （各常任委員会委員長報告） 

   ４ 議案第１０号 平成１５年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号） 

     議案第１４号 平成１５年度防府市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

             （以上総務委員会委員長報告） 

     議案第１１号 平成１５年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

     議案第１３号 平成１５年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予 

■■■■■■■■■■■■算（第１号） 

     議案第１６号 平成１５年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算(第３号) 

     議案第１７号 平成１５年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第３号） 

     議案第１８号 平成１５年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

            （以上教育民生委員会委員長報告） 

     議案第１２号 平成１５年度防府市索道事業特別会計補正予算（第２号）        

            （経済委員会委員長報告） 

     議案第１５号 平成１５年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算(第３号） 

     議案第１９号 平成１５年度防府市水道事業会計補正予算（第１号） 

     議案第２０号 平成１５年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第１号）        

            （以上建設委員会委員長報告） 

   ５ 市長施政方針演説 

   ６ 議案第２１号 防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び防府市水道局 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例中改正について 

   ７ 議案第２２号 防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

■■■■■■■■■■■■中改正について 

   ８ 議案第２３号 市長等及び教育長に支給する期末手当の額の特例に関する条例 

平成１６年第１回防府市議会定例会会議録（その２） 
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■■■■■■■■■■■■中改正について 

   ９ 議案第２４号 防府市隣保館設置及び管理条例中改正について 

   10 議案第２５号 防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例中改正について 

   11 議案第２６号 防府市都市公園設置及び管理条例中改正について 

   12 議案第４２号 防府市職員退職手当支給条例中改正について 

   ───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

   目次に記載したとおり 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席議員（２９名） 

       １番  田 中 敏 靖 君      ２番  山 下 和 明 君 

       ３番  河 杉 憲 二 君      ４番  行 重 延 昭 君 

       ５番  山 本 久 江 君      ６番  藤 本 和 久 君 

       ７番  斉 藤   旭 君      ８番  横 田 和 雄 君 

       ９番  岡 村 和 生 君     １０番  弘 中 正 俊 君 

      １１番  安 藤 二 郎 君     １２番  山 田 如 仙 君 

      １３番  平 田 豊 民 君     １４番  藤 野 文 彦 君 

      １５番  馬 野 昭 彦 君     １６番  木 村 一 彦 君 

      １７番  熊 谷 儀 之 君     １８番  佐 鹿 博 敏 君 

      １９番  広 石   聖 君     ２０番  大 村 崇 治 君 

      ２１番  松 村   学 君     ２２番  久 保 玄 爾 君 

      ２３番  今 津 誠 一 君     ２４番  河 村 龍 夫 君 

      ２５番  藤 井 正 二 君     ２６番  青 木 岩 夫 君 

      ２７番  横 見   進 君     ２８番  深 田 慎 治 君 

      ３０番  中 司   実 君 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席議員 

  なし 

   ───────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者 

  市  長  松 浦 正 人 君   助    役  土 井   章 君 

  収 入 役  林     甫 君   財 務 部 長  中 村   隆 君 
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  総 務 部 長  嘉 村 悦 男 君   総 務 課 長  浅 田 道 生 君 

  生活環境部長  三 谷 勇 生 君   産業振興部長  阿 部   實 君 

  土木建築部長  林   勇 夫 君   都市整備部長  岡 本   智 君 

  健康福祉部長  村 田 辰 美 君   教 育 長  岡 田 利 雄 君 

  教 育 次 長  山 下 州 夫 君   水道事業管理者  吉 田 敏 明 君 

  水 道 局 参 事  井 上 孝 一 君   消 防 長  山 根 徹 雄 君 

  監 査 委 員  大 木 孝 好 君 

   ───────────────────────────────────────── 

○事務局職員出席者 

  議会事務局長  村 重   誠 君   議会事務局次長  徳 光 辰 雄 君 

   ───────────────────────────────────────── 

               午前１０時 開議 

○議長（中司  実君） 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

   ───────────────────────────────────────── 

  会議録署名議員の指名 

○議長（中司  実君） 本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。 

 ４番、行重議員、５番、山本議員、御両名にお願い申し上げます。 

 議事日程につきましては、お手元に配付しております日程に基づいて進行したいと思い

ますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 

   ───────────────────────────────────────── 

  議案第９号平成１５年度防府市一般会計補正予算（第８号） 

  （各常任委員会委員長報告） 

○議長（中司  実君） 議案第９号を議題といたします。本案は、各常任委員会に付託

されておりましたので、まず総務委員長の報告を求めます。３番、河杉議員。 

         〔総務常任委員長 河杉 憲二君 登壇〕 

○３番（河杉 憲二君） さきの本会議におきまして、各常任委員会に付託となりました

議案第９号平成１５年度防府市一般会計補正予算（第８号）中、総務委員会所管事項につ

いて、３月２日に委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について、御

報告申し上げます。 

 今回の補正予算中、総務委員会所管事項の主な内容といたしまして歳入面では、市税、

地方譲与税、各種交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料については、いずれも決

算見込みによる補正が計上されており、国・県支出金につきましては、事業費の内示確定
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や精算見込み等に伴うものを、財産収入につきましては、遊休土地の売り払い等に伴うも

のを、市債につきましては、適債事業の事業費の確定や決算見込みによるものを、それぞ

れ補正計上しているものでございます。 

 次に、歳出面の主なものを申し上げますと、始めに、総務費につきましては、人事管理

費において、支給率の見直し等に伴う退職手当の減額、財政調整基金費において、市有地

売り払い収入等の基金への積み立て、企画費において、生活バス路線運行費補助金が計上

されているものでございます。 

 次に、消防費につきましては、依願退職による退職手当の増額が、また、公債費につき

ましては、元金並びに一時借入金利子及び公債利子の決算見込みによる補正が計上されて

いるものでございます。 

 審査の過程におきまして、質疑がございましたが、その主なものを申し上げますと、

「電算統計課雑入については、防府市が代表となり、２市４町で参画している総合行政ネ

ットワークの負担金ということだが、今後とも共同で維持管理が継続できるのか」との質

疑に対し、「国の指導方針では、法定合併協議会の設置により、共同で維持管理が継続で

きることになっています。今後の動向によって、単独で加入することが必要になった場合

には、２市４町で交わしている協定に基づき、改めて協議することになります」との答弁

がございました。 

 また、「市民税の収納については、悪質者に対する差し押さえ等、努力をされている。

反面、厳しい社会情勢の中、納入が困難な方への対応は、どうなっているのか」との質疑

に対し、「以前から、低所得者については、長期分納の取り扱いも行っています。長期間、

滞納の方には、家庭状況等をお聞きし、生活の許す範囲の中で可能な額を納めていただい

ております。しかしながら、その額が相当の額に達した場合には、差し押さえ等の処分を

せざるを得ません」との答弁がございました。さらに、「予備費９億６,３００万円の増額

補正については、節約に努力をされた結果、あるいは、入札差金が大きかったということ

であるが、その他の主な要因は何か」との質疑に対し「固定資産税の滞納繰越分を含む市

税関係の増、地方消費税交付金の増、特別会計への繰出金の減、退職金等人件費の減等に

よるものです」との答弁がございました。 

 審査を尽くしたところで、本案の承認について、お諮りいたしましたところ、全員異議

なく、原案のとおり承認した次第でございます。 

 以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、教育民生委員長の報告を求めます。１５番、馬野議員。 

         〔教育民生常任委員長 馬野 昭彦君 登壇〕 
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○１５番（馬野 昭彦君） ただいま議題となっております、議案第９号平成1５年度防

府市一般会計補正予算（第８号）中、教育民生委員会所管事項につきまして、去る３月２

日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告申し上げま

す。 

 今回の補正は、決算見込みによるものが主なものでございますが、民生費の主なものに

つきましては、老人福祉費において、利用者の減による、生きがい活動支援通所事業委託

料や配食サービス事業委託料が減額等されているものでございます。障害者福祉費におい

ては、入所者の見込み増による身体障害者指定施設支援費が計上されているもの、児童措

置費においては、保育単価の引き下げによる、民間保育所委託料の減額や民間保育所職員

の処遇向上を図るための経費等が計上されているものでございます。 

 次に、衛生費につきましては、決算見込みに伴う補正が計上されており、受診者の増に

よる、インフルエンザ予防接種委託料の増額のほか、設置数の実績見込みによる合併処理

浄化槽設置補助金の減額や入札差金による、火葬場解体工事費や指定ごみ袋製作委託経費

の減額等でございます。 

 次に、教育費につきましては、事業費の確定や決算見込みに伴う補正が計上されており、

その主なものといたしましては、小野小学校の屋体増改築工事やプール改築工事に係る入

札差金が生じたことによる減額や、文化振興財団への管理委託経費の減等でございます。

審査の過程におきまして、「生きがい活動支援通所事業とはどのような事業なのか」との

質疑に対し、「６５歳以上の要援護高齢者の方が介護保険適用の特別養護老人ホームや保

育園併設のデイサービスセンターを利用されるデイサービス事業です」との答弁がござい

ました。これに対し、「生きがい活動支援通所事業については、この制度自体を御存じな

い方も多いと思われるので、周知する方策等を検討してほしい」との要望もございました。 

 次に「合併浄化槽設置整備事業について、設置箇所が減少したとのことであるが、設置

箇所数はどれぐらいになるのか」との質疑に対し「当初、浄化槽の設置箇所を、４９０戸

と予定いたしておりましたが、下水道普及区域外の個人住宅の建築数の減少等により２月

現在で約２６０戸に設置をいたしております」との答弁がありました。 

 次に「校舎不適格改築事業費補助金及び屋体不適格改築事業費補助金とはどのような補

助金なのか」との質疑に対し、「小野小学校の改築において、文部科学省の基準に照らし、

旧校舎の不適格な部分や危険部分の面積に基づいて新校舎の建築事業費に対して補助が出

るものです」との答弁がございました。 

 審査を尽くしたところでお諮りしましたところ、全員異議なく、原案のとおり承認した

次第でございます。 
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 以上、御報告申し上げますのでよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、経済委員長の報告を求めます。２５番、藤井議員。 

         〔経済常任委員長 藤井 正二君 登壇〕 

○２５番（藤井 正二君） ただいま議題となっております議案第９号平成１５年度防府

市一般会計補正予算（第８号）中、経済委員会所管事項につきまして、去る３月２日、委

員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御報告申し上げます。 

 今回の補正は、防府基地周辺公園特別設置助成事業の継続費の総額及び年割りの変更、

県営ほ場整備事業等の繰越明許費、決算見込みや補助事業費の確定に伴うものでございま

す。 

審査の過程における質疑の主なものといたしまして、「繰越明許費の海岸保全施設整備

事業において、「工事による海水汚濁がノリ養殖に悪影響を与え、１０月から３月までの

期間は、工事を中断しなければならない」とあるが、早期着工により９月までに完了させ、

繰り越しをしないようにできないものか」との質疑に対し、「国への補助申請の関係で工

事着工がどうしても７月以降になり、工事規模からして二、三ヵ月では工事完了は難しく、

繰り越して事業を実施しているものでございます」との答弁がございました。 

 また、広域魚礁の県事業負担金に関連して、「水産資源の確保のため魚礁の設置場所ご

とに、年度別に魚の生息状況、魚礁の効果がはっきり出てくることをチェックしていただ

きたい」との要望もございました。 

 審査を尽くしたところでお諮りいたしました結果、全員異議なく原案のとおり承認した

次第でございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、建設委員長の報告を求めます。１９番、広石議員。 

         〔建設常任委員長 広石  聖君 登壇〕 

○１９番（広石  聖君） ただいま議題となっております議案第９号平成１５年度防府

市一般会計補正予算中、建設委員会所管事項につきまして、去る３月２日に委員会を開催

し、審査いたしましたので、その経緯と結果について、御報告申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の確定及び決算見込みに伴うもので、土木費の主なものといたし

ましては、山陽自動車道富海パーキングエリア関連の河川護岸工事費や基地周辺水路改修

の実施設計及び中関第２ポンプ場工事経費の入札差金、また、県がテロ防止対策として実

施する、三田尻中関港港湾整備事業に伴う県事業負担金等が計上されているものでござい

ます。 

 災害復旧費につきましては、昨年７月１１日から１２日の豪雨災害によるもので、国庫
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補助費の配分の見直しによる工事経費の減額が計上されているものでございます。 

 継続費の補正につきましては、基地周辺障害防止対策事業及び西田中団地建替事業の総

額及び年割額の変更でございます。 

 また、繰越明許費でございますが、新橋牟礼線道路改良事業外１４件が計上されている

ものでございます。 

 審査の過程における主な質疑といたしましては、「三田尻中関港港湾整備に伴う県事業

負担金の増額補正が、テロ防止対策ということだが、その内容はどのようなものか」との

質疑に対し、「港湾施設の保安対策強化のため鉄条網設置工事等が新たに行われるもので

ございます。これに対する事業費の総額１億６,７８５万円の１０％に当たる１,６７８万

５,０００円が市の負担金でございます」との答弁がございました。 

 審査を尽くしたところでお諮りしましたところ、全員異議なく原案のとおり承認いたし

た次第でございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） ただいまの各常任委員長の報告に対し、一括して質疑を求めま

す。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してこれより一括して討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、各常任委

員長の報告のとおり、これを可決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第９号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第１０号平成１５年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１４号平成１５年度防府市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

（以上総務委員会委員長報告） 

議案第１１号平成１５年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１３号平成１５年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１６号平成１５年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１７号平成１５年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１８号平成１５年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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（以上教育民生委員会委員長報告） 

議案第１２号平成１５年度防府市索道事業特別会計補正予算（第２号）         

（経済委員会委員長報告) 

議案第１５号平成１５年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１９号平成１５年度防府市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第２０号平成１５年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第１号）          

（以上建設委員会委員長報告） 

○議長（中司  実君） 議案第１０号から議案第２０号までの１１議案を一括議題とし

ます。まず、総務委員会に付託されておりました議案第１０号及び議案第１４号について、

委員長の報告を求めます。３番、河杉議員。 

         〔総務常任委員長 河杉 憲二君 登壇〕 

○３番（河杉 憲二君） さきの本会議において、総務委員会に付託となりました、議案

第１０号及び議案第１４号の２議案につきまして、３月２日、委員会を開催し、審査いた

しましたので、その経緯と結果について御報告申し上げます。 

 始めに、議案第１０号平成１５年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号）につい

て御報告申し上げます。 

 今回の補正は、競輪場内前売発売所の移設工事の繰り越しをするとともに、決算見込み

に基づき歳入では、車券発売金収入、基金繰入金等を、歳出では、競輪事業費、諸支出金

をそれぞれ減額し、収支差を予備費で調整しているものでございます。審査の過程におき

まして、質疑がございましたが、その主なものを申し上げますと、「入場料の減額につい

ては、その入場者数をどう見積もっているのか。また、従事員傭人料である賃金の減額に

ついて、その要因は何か」との質疑に対し、「入場者につきましては、決算見込みに基づ

くこの度の補正では、１０万１,１６７人と見込んでおりますが、前年度と比較し、約１

万人の減となっています。次に、賃金の減額補正ですが、賃金には、本場開催の従事員賃

金と記念競輪を発売していただく他場での賃金があります。このうち他場での賃金の減額

が、約１億８,０００万円で、主なものになります。その要因につきましては、全国的に

売上が落ち込んでいる中、開催地である本場に迷惑をかけられないということで、従事員

数を減らしていることや高い賃金水準にある競輪場では、交渉により賃金が低くなってき

ていることなどが挙げられます」との答弁がございました。 

 また、「今のような不景気な状況で、落ち込みもあると思うが、決算見込みによる約

３８億４,０００万円という高額な補正に対し、今後の経営努力については、どう考えて

いるのか」との質疑に対し「今回の収入減につきましては、平成１０年度以来の厳しい状
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況でございます。さらなる経費削減、事務改善、ファンサービスの強化、新たなファンの

獲得に全力で取り組んでまいりたいと考えています。特に、１８年度Ｇ２の誘致、特別競

輪を誘致すること等により、さらなる強化をしたいと考えています」との答弁がございま

した。 

 審査を尽くしたところで、本案の承認について、お諮りいたしましたところ、全員異議

なく、原案のとおり承認した次第でございます。 

 次に、議案第１４号平成１５年度防府市土地取得事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御報告申し上げます。 

 今回の補正は、歳入で、財産収入を決算見込みに基づき計上し、収支差を土地開発基金

に積み立てようとするものでございます。 

 当委員会といたしましては、特に御報告申し上げる質疑もなく、全員異議なく、原案の

とおり承認した次第でございます。 

 以上、当委員会に付託されました特別会計２議案について御報告申し上げますので、よ

ろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、教育民生委員会に付託されておりました議案第１１号、

議案第１３号、議案第１６号、議案第１７号及び議案第１８号について、委員長の報告を

求めます。１５番、馬野議員。 

         〔教育民生常任委員長 馬野 昭彦君 登壇〕 

○１５番（馬野 昭彦君） さきの本会議におきまして、教育民生委員会に付託となりま

した議案第１１号、議案第１３号、議案第１６号、議案第１７号及び議案第１８号の５議

案につきまして、去る３月２日、委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結

果について御報告申し上げます。 

 始めに、議案第１１号平成１５年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について御報告申し上げます。 

 今回の補正は、決算見込みによるものでございますが、歳入では、保険料、国庫支出金、

療養給付費交付金、繰入金等を、歳出では、保険給付費、老人保健拠出金及び保健事業費

等を計上し、収支差を予備費で調整しているものでございます。 

 次に、議案第１３号平成１５年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算

（第１号）について御報告申し上げます。今回の補正は、決算見込みに基づき歳入歳出予

算の総額を減額するものでございます。 

 次に、議案第１６号平成1５年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第３号）

について、御報告申し上げます。今回の補正は、決算見込みに基づくものでございますが、
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共済見舞金に、基金からの繰入金を充当しようとするものでございます。 

 次に、議案第１７号平成１５年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて御報告申し上げます。今回の補正は、歳出において、医療給付費が年間見込みを下回

ったこと等、及びそれに伴う歳入調整が、主なものでございます。 

 次に、議案第１８号平成１５年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて御報告申し上げます。今回の補正は、決算見込みに基づき歳入歳出予算の総額を減額

するものでございます。 

 当委員会といたしましては、５議案とも、特段御報告申し上げる事項もなく、執行部の

説明を了といたしまして、全員異議なく、原案のとおり承認した次第でございます。 

 以上、当委員会に付託されました特別会計補正予算の５議案について御報告申し上げま

すので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、経済委員会に付託されておりました議案第１２号につい

て、委員長の報告を求めます。２５番、藤井議員。 

         〔経済常任委員長 藤井 正二君 登壇〕 

○２５番（藤井 正二君） ただいま議題となっております議案第１２号平成１５年度防

府市索道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、去る３月２日、委員会を開催し、

審査をいたしましたので、その経緯と結果について御報告申し上げます。 

 今回の補正は、決算見込みによるもので、歳入歳出それぞれを減額するものでございま

す。 

 委員会といたしましては、特段御報告申し上げる質疑等もなく、全員異議なく原案のと

おり承認した次第でございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 次に、建設委員会に付託されておりました議案第１５号、議案

第１９号及び議案第２０号について、委員長の報告を求めます。１９番、広石議員。 

         〔建設常任委員長 広石  聖君 登壇〕 

○１９番（広石  聖君） 議案第１５号、議案第１９号及び議案第２０号の３議案につ

いて去る３月２日に委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と結果について御

報告申し上げます。 

 最初に、議案第１５号平成１５年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について御報告申し上げます。 

 今回の補正は、決算見込みによるものですが、主なものといたしまして、歳入では、下

水道使用料、一般会計からの繰入金及び下水道事業債の減額が、歳出では、下水道台帳作
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成委託料、公債費利子等の減額が計上されているものでございます。 

 また、繰越明許費でございますが、公共下水道事業の繰り越しが計上されているもので

ございます。 

 審査の過程における主な質疑といたしましては、「繰越明許費の中で、繰り越しが

５０％以上あるというのは、どうしてなのか」との質疑に対し、「平成１４年度の３月補

正において、国の追加内示による約１億円の事業費の増額が計上されているものでござい

ますが、これにつきましては、未契約繰越となり、平成１５年度から発注を行っています

ので、相当な件数となっています。このため、平成１５ 

年度の事業費が翌年度へ繰り越しとなっているものでございます」との答弁がございまし

た。 

 審査を尽くしたところでお諮りしましたところ、全員異議なく原案のとおり承認をいた

した次第でございます。 

 次に、議案第１９号平成１５年度防府市水道事業会計補正予算、議案第２０号平成１５

年度防府市工業用水道事業会計補正予算について御報告申し上げます。 

 始めに、水道事業会計における今回の補正は、決算見込みによるものですが、主なもの

といたしまして、収益的収入及び支出では、水需要の減少による給水収益の減額補正、給

水負担金収入等の増額補正、一般管理費等諸費用の減額補正が計上されているものでござ

います。 

 また、資本的収入及び支出の主なものにつきましては、公共工事との関連による工事負

担金収入の増額補正、企業債借入額の減額補正等が計上されているものでございます。 

 次に、工業用水道事業会計における今回の補正につきましても、決算見込みによるもの

ですが、主なものといたしまして、企業債借入金の繰上償還に伴う補償金が新たに特別損

失に計上されているとともに、繰上償還元金相当額の増額補正が、計上されているもので

ございます。 

 委員会といたしましては、特に御報告申し上げる質疑等もなく、執行部の説明を了とし、

全員異議なく原案のとおり承認いたした次第でございます。 

 以上、３議案についてご報告いたしますので、よろしく御審議のほど、お願い申し上げ

ます。 

○議長（中司  実君） これより各常任委員長の報告に対し、一括して質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結して、これより一括して討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中司  実君）  討論を終結してお諮りいたします。議案第１０号から議案第

２０号までの１１議案については、関係各常任委員長の報告のとおり、これを可決するこ

とに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第１０号から議案第

２０号までの１１議案については、原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

  市長施政方針演説 

○議長（中司  実君） これより、市長の施政方針演説を受けます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 思いがけない春の雪に、ふるさとの山々が一段と美しく輝く本

日ここに、平成１６年度予算案をはじめ諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営

に臨む所信の一端を申し上げ、諸施策の概要について御説明し、市議会議員各位並びに市

民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 私は、市民の皆様方の温かい御支援のもとに市長の重責を担わせていただきまして、早

くも７年目を迎えるに至りました。この間、常に１２万市民の皆様の幸せと市勢の発展を

願い、市民の目線に立って市民が主役の市政を念頭に、夢ふくらむふるさとづくりに向け

て、誇りの持てるまち、そして住んでみたいと思われるまちを目指して、各種施策に積極

的に取り組んできたところでございます。 

 さて、我が国経済は、海外経済の回復に支えられた好調な輸出が生産活動を押し上げ、

企業収益を改善させて回復基調にあります。しかし、世界経済の動向次第では景気が冷え

込んでしまう可能性もあり、内需主導型の経済成長を確実なものにするには、民間需要を

創出するための官から民への抜本的な構造改革が必要とされています。 

 一方、行政の分野におきましては、国から地方への考え方の下、国と地方との役割を見

直し、市民生活に密接な事務は地方自治体が担うとする地方分権の推進を図るため、税財

政改革の三位一体の改革が進められております。 

 こうした中、国の平成１６年度予算におきましては、三位一体改革により、国庫補助負

担金については１兆円の廃止・縮減を行う。そして、廃止する国庫補助負担金のうち、引

き続き地方が主体となって実施するものについては、所得譲与税による税源移譲を行う。

また、地方交付税については総額の抑制を行うとされました。 

 また、地方自治体の予算編成方針の指針となる地方財政計画の規模は、国の歳出の徹底

した見直しと歩調を合わせ３年連続の減少となり、投資的経費のうち地方単独事業や給与
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関係経費の削減など、歳出を抑制する計画となっております。 

 このように、昨今の地方自治体を取り巻く環境は極めて厳しいものがあり、本市におい

ても、景気低迷による税収の落ち込みや、三位一体改革による地方交付税の大幅な減額等

により、非常に厳しい財政運営を強いられております。 

 こうした、国、地方ともに厳しい状況の中で、時代に即応した行政体制や組織の簡素化

を図ることが行政に求められてきておりますが、私は、このことはふるさとの再生を期す

うえで、最も大切なことであるとの信念のもと、就任直後よりいち早く行政改革に取り組

んできこところであります。 

 すなわち、「民間にできることは民間で行う」ことを念頭に置き、斎場業務や学校用務

員業務等において、計画的に民間委託することにより経常経費の更なる削減を行うなど、

コスト意識に立った新たな行政経営という視点で徹底した改善と改革に努めてまいりまし

た。 

 行政改革の成果も、年を追うごとに着実に上がってきているところでありますので、今

後もごみ処理関係等の分野において、この動きをさらに加速させ、実効を上げていくこと

が市民の負託にお応えすることにつながると確信するものであります。 

 さて、懸案の市町村合併でございますが、県央部における２市４町の合併協議もいよい

よ大詰めに入ってまいりました。私は、この合併のキーワードは交流と考えております。 

 合併によって新しい交流が生まれますが、個性や独自性のない地域は、人や物や情報が

通り過ぎ、時代から取り残されます。潜在する都市の個性や魅力、そして地域の活力を交

流により引き出していく必要があります。 

 合併はそれぞれ生い立ちと環境の異なる自治体の市町が１つとなることでもあり、もと

より、互いに譲り合う、立場を認め合うという精神が大切であることは申すまでもないこ

とであります。 

 新市の名称につきましては、先日２月２６日に開催された第１４回山口県央部合併協議

会において山口市に決定いたしましたが、山口市の次に市町名を付することについては、

継続協議となっております。また、新市の事務所の位置につきましては、近々、最終的な

結論が出るものと考えておりますが、今まさに歴史的転換期とも言えるこのときに、５０

年先のふるさとづくりを見据え、先達の御努力に報いるためにも、大所高所から判断して

１２万市民の多数の皆様の御納得がいただけるような結論になるべく、全力を尽くして協

議の場に臨んでまいる所存でございます。 

 前段の行政改革も、合併も、まさに時代の求めるところであり、私は、いち早くこれら

の課題に取り組み、一定の成果を上げることができましたが、これもひとえに、議員各位
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の御協力の結果であり、感謝いたすものでございます。 

 平成１６年度の予算編成に当たりましては、さきに申し上げました行政改革、合併を積

極的に推進するとともに、限られた財源を効率的に施策に反映できるよう、予算編成をし

たところでございます。 

 この結果、平成１６年度一般会計の予算規模は、３８８億６００万円となり、前年度の

当初予算と比較いたしますと９億７,７００万円の増、率にいたしまして２.６％の増とな

っております。 

 本年度の予算額が前年度と比較いたしまして増となりました主な要因は、減税補てん債

の平成７年度債及び平成８年度債の借換分２０億４,８５０万円を計上したことによるも

のでございます。したがいましてこの借換分を差し引きますと、実質的には２.８％減の

縮小予算となっております。 

 また、特別会計の予算規模は、企業会計を含めた総額で５１８億９,９００万円余りと

なり、前年度予算と比較しますと１.０％の減であります。 

 以下、平成１６年度重点施策について第三次防府市総合計画の施策の大綱に従い、順次、

御説明申し上げます。 

 大綱の第１は、「元気に住める環境づくり」についてであります。 

 まず、道路、街路事業等の交通基盤の整備でございますが、新橋牟礼線、国分寺鐘紡線、

天神前植松線等の継続事業を推進するとともに、地域に密着した生活道路の改良を進めて

まいります。 

 国道及び県道の整備につきましては、国道２号富海・戸田間の拡幅、富海地区以西の４

車線化、佐野・沖高井交差点の立体化の早期着工や、環状１号線、佐波新田線、佐波川自

転車道等の早期完成に向けて、引き続き、関係機関に強く要望してまいります。 

 また、都市基盤整備の将来を見据えた防府市道路網整備計画の見直しにつきましては、

山口・防府都市圏総合都市交通体系調査の結果を踏まえ、鋭意取り組んでまいります。 

 次に、生活バス路線の確保につきましては、国の補助制度の改正により市の負担増とな

る厳しい状況でございますが、市民の皆様の足としての生活バス路線の維持、確保に関す

る方策につきまして、引き続き、様々な観点から検討してまいりたいと存じます。 

 地域情報化の推進につきましては、市民の皆様の利便性をさらに高めるためホームペー

ジを充実するとともに、適切なセキュリティー対策、運用管理体制の構築に努めてまいり

ます。なお、戸籍の電算化につきましては、本年５月末のシステム稼働を予定しておりま

す。 

 広報広聴活動につきましては、市民の皆様と行政とのパイプ役である市広報の充実を図
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るとともに、あらゆるメディアを有効に活用しながら、情報提供に努めてまいります。特

に、山口県央部の２市４町の合併に向けて、市民の皆様の御理解と御協力を得るため、市

広報、インターネット等を通じて合併関係情報を随時お知らせするとともに、必要に応じ

住民説明会等を実施してまいります。 

 また、市民相談業務や広聴活動の充実とともに、開かれた市政の推進と市民参画を促進

するため、ホームページを活用した情報公開の推進に積極的に取り組んでまいります。な

お、個人情報の取り扱いにつきましては、本年度から施行いたします個人情報保護条例に

基づき、適正な管理を徹底するとともに、市民の皆様のプライバシー保護に努めてまいり

ます。 

 次に、下水道事業につきましては、中関、牟礼、右田の各方面への幹線管渠の布設を引

き続き進めるとともに、面的整備を強力に推進し、より一層の普及率の向上に努め、衛生

的で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図ってまいります。なお、引き続き

未水洗化世帯の解消に努め、水洗化率の向上を図ってまいります。また、雨水対策事業と

いたしましては、不良排水路の改良や修繕など、適正な維持管理に努め、住みやすく安全

な生活環境の確保に努めてまいります。 

 住環境の整備につきましては、公営住宅ストック総合活用計画に基づき、計画的に公営

住宅の改善事業を進めてまいります。本年度は、西田中団地建替事業第２期工事の１棟

２４戸の建設を完了するとともに、駐車場の整備が完了した西石ヶ口団地につきましては、

駐車場使用料を徴収いたします。 

 今後とも、良好な住環境を提供するため適正な管理に努めるとともに、悪質な家賃滞納

者については、支払請求、明渡請求等の法的手段を断続的に行ってまいる所存でございま

す。 

 次に、水道事業につきましては、安全でおいしい水を安定的に供給するため、水質監視

の強化や老朽化した施設の改良を行うとともに、未普及地域の解消や漏水防止対策にも積

極的に取り組んでまいります。また、工業用水道事業につきましては、施設の維持管理に

万全を期し、安定給水に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、河川事業につきましては、牟礼東部地区の浸水対策として勘場川の改修事業を、

中関地区の排水対策として排水機場の新設及び水路の改修等を引き続き実施してまいりま

す。なお、昨年７月の大雨により被害を受けた坂本１号線と中浦大久保線につきましては、

過年度災害復旧事業により整備を実施いたします。また、右田台ヶ原地区の急傾斜地崩壊

対策につきましては、引き続き、小規模急傾斜地崩壊対策事業により整備してまいります。 

 港湾関係につきましては、第９次港湾整備７ヵ年計画に基づく計画的な整備を国・県に
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対し、引き続き要望してまいります。 

 海岸保全施設整備事業といたしましては、背後集落の高潮対策として、向島漁港と中浦

漁港の護岸整備、西浦小芽地区の防潮水門の整備を引き続き実施してまいります。 

 次に、消防防災につきましては、本年度、はしご付消防自動車を更新するとともに、ケ

ーブルテレビの防災・緊急情報送出システムを利用した防災情報の提供を行い、より一層、

防災業務の充実に努めてまいります。 

 また、救急業務につきましては、救命率の向上を目指し、救急隊員の資質の向上に努め

るとともに、市民に対する救命講習等を実施し、応急手当の普及啓発にも努めてまいりま

す。 

 次に、交通安全対策につきましては、交通安全思想の一層の普及徹底、交通安全教育の

強化を図り、関係機関と一体となって事故防止に努めるとともに、大藪新田線の交差点改

良事業を実施するほか、防護柵など交通安全施設の整備を進めてまいります。 

 続きまして、公園の整備でございますが、大平山山頂公園につきましては、豊かな自然

環境の中で利用者に親しまれる施設となるよう整備を進めておりますが、本年秋には工事

を完了いたします。今後の公園整備計画につきましては、緑の基本計画に基づき、地域の

バランス等を配慮しながら検討してまいる所存であります。なお、向島運動公園につきま

しては、おおむね整備事業を完了したところでございますが、今後市民の皆様に快適に御

利用いただけるよう、適正に管理してまいります。 

 緑化の推進につきましては、緑化意識の高揚を図るため、緑化祭の開催や花壇・緑化ポ

スターコンクール、記念植樹などを関係機関と連携をとりながら実施してまいります。 

 次に、環境保全対策についてですが、市民の皆様の御理解と御協力を得ながら、環境に

やさしい社会の構築に向け、地域における環境意識の普及啓発・実践活動の推進に努めて

まいります。また、下水道認可区域外の地域に対しましては合併処理浄化槽設置整備事業

を推進し、生活排水の浄化対策を図ってまいります。 

 ごみ問題につきましては、住民、事業者、行政が一体となり取り組むことが必要であり

ますので、家庭系可燃ごみ袋や市が収集する事業系可燃ごみの袋の使用について一層の周

知徹底を図り、ごみの減量化・リサイクルに取り組んでまいります。 

 容器包装リサイクル法に基づく分別収集につきましては、今後、指定品目である紙製容

器やプラスチック製容器についても検討してまいります。また、焼却灰をセメント原料に

するエコタウン事業につきましては、本年度から飛灰に加え、主灰の一部の処理委託を開

始し、環境負荷の少ない資源循環型社会の構築に努めてまいります。 

 大綱の第２は、「元気が育つひとづくり」についてであります。 
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 生涯学習の推進につきましては、防府市生涯学習推進計画の具体的な実践を図るととも

に、子育て講座開設事業の拡充、生涯学習相談コーナーの充実により、家庭教育力の再生、

地域の教育力の活性化に努めてまいります。 

 生涯学習施設につきましては、文化センターや１５の公民館に導入したコンピュータ、

インターネットを活用し、公民館活動、地域活動等の情報収集や情報発信を行うとともに、

地域住民のパソコン操作講習を行うなど、高度情報化社会に対応した市民サービスの充実

を図ってまいります。 

 図書館につきましては、生涯学習の拠点としての役割を認識し、インターネットでの検

索、予約等、市民がより身近に利用できるよう、システムの構築に努めるとともに、図書

資料・視聴覚資料を充実させ、より親しまれ、広く活用される図書館を目指してまいりま

す。 

 学校教育につきましては、生涯教育の基礎としてとらえ、地域との連携を深めた教育活

動の推進を目指してまいります。そのためにも豊かな学力を育むために基礎・基本の確実

な定着を図り、個性を生かす教育を充実させるとともに、倫理観、道徳観のさらなる高揚

に努めるとともに豊かな人間性、健康・体力を育むために、心の教育、健康・安全教育、

特別支援教育、へき地教育の充実を図ってまいります。特に、特別支援教育につきまして

は、特殊学級の新設や補助教員、介助員の配置等、教育環境の一層の改善と整備に努めて

まいります。 

 また、教育相談体制の確立や生徒指導強化のための関連施策を推進するとともに、情報

化社会への対応を図るため、教育用及び教職員用のコンピュータ、インターネットの整備

に努め、情報教育をより一層推進します。 

 学校給食につきましては、防府市学校給食実施計画に基づき、本年度から、小野中学校

と富海中学校において、いわゆる親子方式による中学校給食を実施するなど、食の教育を

推進してまいります。 

 学校施設整備につきましては、防音事業により桑山中学校講堂改築工事を行うほか、引

き続き、建物の耐震診断や施設設備の点検・整備に努めてまいります。また、平成１８年

度からの中学校給食の一部実施に向けて、学校給食共同調理場建設事業に着手することに

しており、本年度は東側給食棟の実施設計を行います。 

 青少年の健全育成につきましては、完全学校週５日制に対応し、地域における様々な体

験活動に対する支援の拡充に努めるとともに、関係諸団体の育成により、地域の子どもは

地域で育てる体制づくりを支援するほか、毎月第３日曜日の家庭の日を定着させていくた

めにも、家庭の日運動を積極的に促進してまいります。 
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 人権学習につきましては、様々な人権課題の解決に取り組むとともに、セミナーや講演

会の開催により、人権についての正しい理解を広めてまいります。また、地域や職場で自

主的に人権学習に取り組むことができるよう、人権学習推進委員の育成に努めるとともに、

関係機関との連携をより一層図りながら、市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かなぬ

くもりのある地域づくりに努めてまいります。 

 芸術文化の振興につきましては、防府市文化協会をはじめ各種文化団体と連携を図りな

がら、魅力ある市民文化活動を推進するとともに、平成１８年度に開催される国民文化祭

に向けて、組織づくりなどの開催準備に取り組んでまいります。また、防府市文化振興財

団の健全経営に引き続き努めるとともに、多彩な事業展開を支援することにより、芸術文

化の振興、科学教育の普及を図ってまいります。 

 文化財の保護、保存、活用につきましては、ふるさと防府の歴史と文化を再認識してい

ただくためのガイドブック「ふるさと散策」を発刊いたします。防府市史につきましては、

本年度の発刊をもちまして完結いたします。 

 次に、国際交流の推進でございますが、姉妹都市であります大韓民国春川市、アメリカ

合衆国モンロー市との交流を引き続き推進するとともに、青少年交流事業の実施、民間の

交流事業や国際交流団体への活動支援により、諸外国との様々な交流や国際理解が市民一

人ひとりに根づくように努め、世界に開かれた防府市を目指してまいります。 

 また、８月に春川市で開催されます防府市・春川市交歓陸上競技大会が節目の３０回を

迎えることを記念しての市民交流訪問団の結成や、交歓陸上競技大会の選手団への中学生

の参加など、幅広い相互交流により、友好を深め、市民レベルの交流の促進に努めてまい

ります。 

 次に、勤労者福祉対策につきましては、国・県等関係機関と連携を図りながら、雇用の

創出や情報体制を整備し、就業機会の拡大に努めてまいります。また、ファミリーサポー

トセンターの運営につきましては、子どもを持つ勤労者が仕事と家庭を両立し、安心して

働くことができるよう、育児支援を推進してまいります。 

 消費者行政につきましては、市民の安全・安心な消費生活に資する相談業務のさらなる

充実を図るとともに、消費者ニーズに応じた情報提供、消費者教育・啓発事業を、関係機

関と連携をとりながら引き続き進めてまいります。 

 次に、スポーツの振興でございますが、市民一人ひとりが心身ともに健康で明るく充実

した市民生活を送れるよう、ニュースポーツの普及を促進するとともに、スポーツ団体・

グループの育成に努め、スポーツ人口の拡大・競技力の向上を目指してまいります。 

 大綱の第３は、「元気を支えるぬくもりづくり」についてであります。 
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 人権推進対策につきましては、山口県人権推進指針に基づき、人権が尊重された心豊か

な地域社会の実現に取り組んでまいります。 

 男女共同参画の推進につきましては、人権尊重を基本とした第２次防府ハーモニープラ

ン２１に基づき、総合的・計画的に進めてまいります。 

 地域福祉事業につきましては、防府市社会福祉協議会と連携を図って推進するとともに、

市民一人ひとりが地域福祉の担い手であるとの認識を醸成しながら、地域住民の参加によ

る福祉活動の振興を図ってまいります。 

 高齢者福祉対策につきましては、住み慣れた地域で、心豊かに自立した生活が送れるよ

う介護予防・地域支え合い事業などの保健福祉サービスを推進しつつ、自立に向けたサー

ビスのあり方について検討してまいります。また、基幹型在宅介護支援センターでは、市

内８カ所の地域型在宅介護支援センターと連携をとり、地域における保健福祉サービスの

拠点として、利用者の実態を的確に把握しながら、適切な対応に努めてまいります。なお、

養護老人ホームやはず園につきましては、本年度、行政改革の一環として、牟礼下木部地

区に民設民営により設置される施設に移管することにしております。 

 介護保険事業につきましては、利用者の希望するサービスが提供できるよう、介護サー

ビス事業者や関係機関と連携を図り、公平・公正な要介護認定の推進、介護に関する相

談・援助体制の充実や介護保険制度の広報活動の推進に努めてまいります。 

 次に、障害者福祉対策につきましては、昨年度から始まりました支援費制度の一層の周

知を図り、より充実した施設サービス、居宅サービス等が提供できるよう努めてまいりま

す。また、障害者生活支援センターの積極的な活用を図るため、関係機関との連携の緊密

化やケアマネジメントなどの活動を充実させ、障害者の地域生活支援に努めてまいります。 

 児童福祉対策につきましては、子どもと子育て家庭を社会的な連携により支援育成する

ための次世代育成支援対策推進法に基づき、本市の行動計画を策定いたします。また、特

別保育事業を推進するとともに、児童虐待を未然に防止するため、新たに防府市児童虐待

防止連絡協議会を設置し、関係機関との連携を強化してまいります。なお、市立保育園の

民間移管につきましては、行政改革推進計画に基づき、引き続き取り組んでまいります。 

 母子福祉対策につきましては、相談業務の充実と児童扶養手当等の各種援助対策を活用

し、母子家庭等の福祉の向上に努めてまいります。 

 健康づくりにつきましては、「みんなでつくる健やかほうふ２１」の行動計画に沿って、

市民一人ひとりの健康に対する意識の向上に努めるとともに、住民主体の健康づくり運動

を推進してまいります。 

 母子保健につきましては、親子のコミュニケーションに視点を置いた虐待予防活動、子
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育て支援ネットワークの充実、乳幼児の健康づくりと疾病予防のための健康診査の充実や

思春期の心の健康に視点を置いた若者教育を柱とし、親子の心と体の健康づくりを推進し

ます。特に、本年度から、生後１ヵ月児健康診査を実施し、母子保健の向上を図るととも

に、個別ニーズに対応するための子育て支援体制を、関連部門と連携し強化してまいるこ

とといたしております。 

 成人保健につきましては、生活習慣病や要介護状態にならないための予防策に関する情

報を提供してまいります。特に、壮年世代につきましては健診受診率の向上を図るととも

に事後指導を強化することにより、健康的な生活習慣の確立を支援し、高齢者世代につき

ましては、筋力・運動機能の向上が図れるよう支援してまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、急速な高齢化等により医療費が急増する中で、国保

財政は引き続き厳しい状況下にありますが、平成１４年１０月の国民健康保険法等の改正

により、国民健康保険制度の財政基盤の強化が図られたことなどにより、本年度の基礎賦

課額の保険料率は引き下げとし、介護納付金賦課額の保険料率は社会保険診療報酬支払基

金へ支払う介護給付費納付金の増加に伴い、引き上げとしております。なお、賦課限度額

につきましては、基礎賦課分、介護納付金賦課分ともに据置きとしております。 

 大綱の第４は、「元気を生み出すものづくり」についてであります。 

 農業の振興につきましては、防府とくぢ農業協同組合をはじめ関係機関等と連携を密に

して、特に、食の安全に留意し、安全で新鮮な食糧の安定供給や、農業の持続的な発展を

着実に推進していく所存でございます。 

 米作につきましては、米政策の転換に伴い、需給バランスに対応したものとし、あわせ

て良食味品種への作付転換等、計画的生産を促進し、野菜、花き等の作付けによる複合経

営を促進するとともに、認定農業者の確保、地域農業の組織化等に向け、取り組んでまい

ります。畜産につきましても、乳牛の高品質化や肥牛の安定供給に向けた支援を行ってま

いります。また、県内での高病原性鳥インフルエンザは終息に至りましたが、今後、県と

ともに養鶏農家の支援に努めてまいります。 

 新鮮な野菜等の安定供給につきましては、生産者・消費者と連携し、産地の振興や青果

市場の活性化による健全運営に努めるとともに、本年度から、学校給食に防府市産米を使

用するための支援を行い、農産物の地産地消運動の推進に努めてまいります。 

 また、社団法人防府市農業公社を活用し、農作業の受委託や農用地の保全に対応してい

くとともに、新規就農希望者の円滑な就農を推進するため、技術・営農指導に努めてまい

ります。 

 農業基盤の整備につきましては、ほ場整備事業実施のための調査を上り熊地区において
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引き続き促進するとともに、ため池等の農業用施設の整備につきましても、生活環境や防

災面に配慮し、取り組んでまいります。さらに、農村環境計画の策定に着手し、環境との

調和を一層重視した事業を実施してまいります。 

 林業の振興につきましては、森林の果たす国土保全、水源涵養、大気浄化、地球温暖化

防止等の多面的な公益的機能を維持するため、松くい虫の伐倒駆除、林道整備事業を促進

し、植林、間伐等による森林の保全を支援するとともに、佐波川の水源地域における森林

整備につきましても、徳地町と連携して引き続き実施してまいります。 

 水産業の振興につきましては、つくり育てる漁業の振興を目指し、良質な種苗の生産や

放流を行い、栽培漁業の促進を図ってまいります。また、漁獲量の増大、操業の効率化、

保護培養を図るため、魚礁を設置し、漁業生産力の強化を図ってまいります。 

 大綱の第５は、「元気がにぎわう街づくり」についてであります。 

 商工業の振興につきましては、景気の低迷が長引く中で中小企業の経営安定を図るため、

商工会議所や金融機関等と連携を密にし、市の制度融資等の公的融資や不況業種に対する

経営安定関連保証制度による融資や各種助成制度により支援を進めてまいります。また、

山口・防府地域工芸地場産業振興センターを核として、地場産品の展示・紹介、人材の確

保・養成、情報の収集・発信、需要開拓事業などの諸事業を促進してまいります。 

 次に、中心市街地・商店街の活性化でございますが、ＴＭＯまちづくり防府と連携し、

街なかで空き店舗を活用した新たな商業者育成のための実験店舗（チャレンジショップ）

や、中心市街地等商店街・商業集積活性化施設整備事業費補助事業を導入するための商業

タウンマネージメント計画策定事業等を支援するとともに、空き店舗対策事業やにぎわい

創出事業を推進してまいります。さらに、年末年始の防府天神市や愛情防府運動、バイ防

府運動を積極的に支援するとともに、商店街、市民団体と連携し、まちづくり活動拠点施

設天神ピアの有効活用を図ってまいります。 

 市民活動支援につきましては、昨年度設置いたしました市民活動支援センターを拠点と

し、市民と行政との新たなパートナーシップづくりを推進するために、市民活動団体への

支援や市民活動支援策の促進について積極的に取り組んでまいります。 

 防府駅てんじんぐち市街地再開発事業につきましては、地域振興整備公団等の関係機関

と連携を図りながら、本年２月に県から設立の認可を受けました再開発組合による再開発

事業を支援してまいります。 

 また、駅北土地区画整理事業につきましては、Ａ街区の建物移転や赤間通り線、駅通り

牟礼線の道路改良工事を行ってまいります。 

 さらに、まちづくり総合支援事業につきましては、地元自治会等との協働により、天神
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表参道景観整備事業として天神プロムナードの整備を推進してまいります。 

 次に、観光の振興でございますが、観光客のニーズに即した観光情報を積極的に提供し、

観光需要の増大を図るとともに、観光キャンペーンの開催や旅行雑誌等の活用により、観

光客の増加に努めてまいります。また、防府まつり、裸坊祭やお笑い講など防府を代表す

る行事の支援を行うとともに、周防国分寺の大改修の完了を機に防府天満宮から毛利氏庭

園までの観光資源を結びつける記念イベントを開催し、歴史に培われた観光地として広く

宣伝してまいります。 

 索道事業につきましては、本年秋に完成する大平山山頂公園の開園記念イベントの開催

により、大平山とロープウェイの魅力を市内外に広くＰＲし、利用客の増加に努めるとと

もに、旅客の安全輸送に万全を期し、運営してまいります。 

 競輪事業につきましては、売上高が低迷する中、大変厳しい状況にありますが、さらな

る開催経費の節減を図り、効率的な運営を行うとともに、集客力の維持はもとより、各種

競輪教室を開催するなど、新たなファンの開拓にも努めてまいります。また、売上の増収

を図るため、記念競輪及びその他のＳ級シリーズにおける場外発売場のさらなる確保に取

り組むとともに、普通競輪開催時には併売を行って発売業務の効率化を図り、収益確保に

努めてまいります。 

 以上、平成１６年度重点施策について御説明申し上げましたが、前段で申し上げました

本市を取り巻く二つの大きな課題について、再度御説明申し上げます。 

 まず、行政改革への取り組みでございますが、都市の経営には、将来に向かっての攻め

の政策と、それを可能にする行財政基盤の構築という守りの政策とのバランスが必要であ

りますので、最小の経費で最大の効果を上げるため、簡素で効率的な行財政運営の実現を

目指してまいります。 

 昨年度を行政改革実行元年と位置付け、取り組んでまいりましたが、本年度も引き続き、

全庁一丸となって、行政改革推進計画を着実に実行してまいる所存であります。 

 次に、市町村合併への取り組みでございますが、新市の事務所の位置選定は最終局面に

入ってきております。私は３０万都市の実現を他市町に呼びかけた経緯もあり、かすがい

の釘を自ら抜くようなことはしたくありませんが、一方では、市民の皆様に御理解、御納

得していただける合併の実現が肝要であり、このため、新市の事務所は防府で貫くという

不退転の決意でございますので、大変厳しい状況下ではございますが、議員の皆様方の力

強い御支援を賜りますよう、切にお願い申し上げる次第であります。 

 本市を取り巻くこの２つの大きな課題は、今まさに時代が求めているところであります。 

 私は、行政改革・県央合併に果敢に取り組み、市民の皆様の負託に応えていくことをお
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誓い申し上げ、また、大局的見地から御理解、御協力をいただいております市議会議員各

位に、改めて感謝申し上げるとともに、市議会議員各位をはじめ、市民の皆様の御理解、

御支援、御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、平成１６年度の施政方針と

させていただきます。 

○議長（中司  実君） ただいまの施政方針演説に対する質問につきましては、一般質

問に含めてお願いいたします。したがいまして、この質問の要旨は本日の午後５時までに

御提出いただきますようお願いいたします。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第２１号防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び防府市水道局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例中改正について 

○議長（中司  実君） 議案第２１号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第２１号防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び

防府市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例中改正について御説明申し上げ

ます。 

 本案は地方公営企業労働関係法の改正により法律の名称が「地方公営企業等の労働関係

に関する法律」に改称されることに伴い条文の整備をしようとするものでございます。よ

ろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２１号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 
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議案第２２号防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例中改正に

ついて 

○議長（中司  実君） 議案第２２号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第２２号防府市教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に

関する条例中改正について御説明申し上げます。 

本案は教育公務員特例法の改正に伴い条文の整備をしようとするものでございます。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２２号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第２３号市長等及び教育長に支給する期末手当の額の特例に関する条例中改正に

ついて 

○議長（中司  実君） 議案第２３号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第２３号市長等及び教育長に支給する期末手当の額の特例

に関する条例中改正について御説明申し上げます。 

本市の財政状況は長引く景気の低迷等により引き続き大幅な財源不足が予想され、一

段と厳しい運営を余儀なくされております。本案は、このような厳しい財政事情にかんが

み平成１１年度から実施しております市長、助役、収入役、教育長及び水道事業管理者の
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それぞれの期末手当の額を１００分の１０減ずる措置を平成１６年度も実施しようとする

ものでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２３号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第２４号防府市隣保館設置及び管理条例中改正について 

○議長（中司  実君） 議案第２４号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第２４号防府市隣保館設置及び管理条例中改正について御

説明申し上げます。 

本案は、条例中に用いております隣保館の表現を地域の住民の方々が慣れ親しんでお

られます館の名称にあわせ、福祉センターに改めようとするもの及び条文整備でございま

す。なお表現の変更につきましては、隣保館運営審議会からも御提言をいただいていると

ころでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２４号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第２５号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例中改正について 

○議長（中司  実君） 議案第２５号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第２５号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例中

改正について御説明申し上げます。 

本案は小野小学校内に設置しております小野留守家庭児童学級につきまして、本年４

月から現在整備中の小野小学校に移転するため、その位置を変更しようとするものでござ

います。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２５号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第２６号防府市都市公園設置及び管理条例中改正について 

○議長（中司  実君） 議案第２６号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 
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○市長（松浦 正人君） 議案第２６号防府市都市公園設置及び管理条例中改正について

御説明申し上げます。 

本案は、向島運動公園整備事業において整備しております多目的広場の使用料の額を

定めるため条例の改正をお願いするものでございます。多目的広場につきましては、グラ

ウンドの整地、防球ネット等附帯設備の新設など施設の充実を図ることにより、市民の皆

様に快適に御利用いただくための環境が整いますので、今後、利用者の皆様に受益等に応

じた適正な費用を御負担いただくため使用料の額を定めようとするものでございます。な

お、改正条例の施行日につきましては、本年７月１日といたしております。よろしく御審

議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第２６号については、

原案のとおり可決されました。 

   ───────────────────────────────────────── 

議案第４２号防府市職員退職手当支給条例中改正について 

○議長（中司  実君） 議案第４２号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第４２号防府市職員退職手当支給条例中改正について御説

明申し上げます。本案は、定年前の早期に退職する職員の退職手当の支給の取り扱いにつ

いて国・県及び県内他市に準じて定めるとともに、防府市勇退職員に関する優遇措置条例

の廃止等をしようとするものでございます。改正の内容につきましては、お手元の参考資

料にお示ししておるとおりでございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（中司  実君） 本案に対する質疑を求めます。 
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         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中司  実君） 御異議ないものと認めます。よって、議案第４２号については、

原案のとおり可決されました。 

○議長（中司  実君） 以上で、本日の日程はすべて議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。なお、次の本会議は明日５日午前１０時から開催しま

すのでよろしくお願いいたします。お疲れでございました。 

               午前１１時２４分 散会 

   ───────────────────────────────────────── 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

   平成１６年３月４日 
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